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第２回高富町・伊自良村・美山町合併協議会 

 

開 催 年 月 日  平成１３年９月３日（月） 

開 催 場 所  高富町役場庁舎３階大会議室 

合併協議会委員定数  ２５名 

開 会  午後１時３０分 

閉 会  午後２時４５分 

高富町・伊自良村・美山町合併協議会出席者 

 会   長  山  崎     通 

 委   員  矢  口  貢  男       村  橋  忠  夫 

        村  瀬  伊  織       渡  辺  政  勝 

        武  山  和  行       藤  岡     功 

        杉  田  實  男       平  野     元 

        三  井  怜  子       上  野  登 志 博 

        横  山  善  道       川  島  清  夫 

        山  崎  雄  作       舩  戸  繁  俊 

        髙  井  克  明       棚  橋  壽  子 

        長  屋     孝       大  西  克  巳 

        小  森  英  明       河  口     衛 

        高  瀬     茂       花  村     進 

        石  神  み ち 子       河  合  正  明 

        古  川  一  美                 以上２５名 

 顧   問  山  田  忠  雄 

 

高富町・伊自良村・美山町合併協議会欠席者 

な し 
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高富町・伊自良村・美山町合併協議会幹事会 

 幹 事 長  横  山  久  生 

 副 幹 事 長       宇  野  敏  勝 

幹   事  田  垣  隆  司 

高富町・伊自良村・美山町合併協議会事務局 

 事 務 局 長       酒  向     隆 

 事務局職員  上  野  達  也       久 保 田  裕  司 

        安  川  英  明       土  田  浩  司 

 

議事日程 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議題 

    報告事項 

     報告第８号  高富町・伊自良村・美山町合併協議会会議傍聴規程について 

     報告第９号  高富町・伊自良村・美山町合併協議会会議録等閲覧規程につい 

            て 

     報告第１０号 高富町・伊自良村・美山町合併協議会事務局規程の一部改正に 

            ついて 

    協議事項 

     協議第５号 合併の方式について 

     協議第６号 合併の期日について 

     協議第７号 新自治体の事務所の位置について 

     協議第８号 新自治体の名称について 

    確認事項 

     第３回合併協議会開催日程等について 

 ４ その他 

 ５ 閉会 
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○事務局長 開会に先立ちまして、事務局から通知事項を申し上げます。 

 まず、前協議会のお約束で事前に資料を配付させていただきましたけれども、これから

また何回も開かれるということで、綴じるためのファイルを用意させていただきましたの

で、お使いいただきますようよろしくお願いいたします。 

 それから、資料をお配りしたんですけれども、後から誤りが発見されておりまして、２

枚ほど差し替えをお願いしたく、お手元の方に配らせていただいております。１つは、合

併の方式、協議事項第５号、この２枚目ですけれども、これは誤字がございまして、内容

は変わっておりません。議会事務局を置かない場合の職員の配置のところですが、町村の

場合のところに誤字がございましたので、差し替えをお願いしたいということでございま

すし、もう一つは協議事項第７号の方、事務所の位置の資料につきまして、大変申しわけ

ございません。伊自良村役場の海抜が４０メートルとなっておりましたけれども４５メー

トルの間違いでございまして、訂正させていただいたものをお手元にお配りしておりま

す。差し替えいただきますようよろしくお願いいたします。 

 それから、今日の会議でございますけれども、今日は実質的な協議事項に入ってまいり

ますが、ご質問、ご意見がある場合には、まず挙手をいただいて、議長の方から指名をさ

せていただきますので、今日はお手元のマイクを増やさせていただいておりますので、お

近くのマイクをお取りになってマイクを持ってお話しいただきますようお願い申し上げま

す。といいますのは、記録をとっております。議事録を後ほど残すといった関係上、マイ

クを通じたものでないとテープに入りにくいということがございますので、何とぞこの点

はよろしくお願いしたいと思います。 

              午後１時３０分 開会 

○事務局長 それでは、会長の方から開会のごあいさつを申し上げます。 

○会長 皆さんこんにちは。 

 本日は大変お忙しい中を第２回高富町・伊自良村・美山町合併協議会にお集りいただき

まして、誠にありがとうございます。また、平素は地域のそれぞれの立場でご活躍をいた

だいておりますことも、高い席からではございますけれども厚く御礼申し上げます。 

 早速でございますが、議事に入りますと、高富町・伊自良村・美山町合併協議会会議傍

聴規程について、閲覧規程についてあるいは事務局規程の一部改正について等々につきま

して、慎重なご審議をいただきたいと思っています。 

 実は、私どもの町のことで大変恐縮でございますけれども、きのう防災の日ということ
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で、私どもの防災公園があるわけですけれども、そちらで防災訓練を、自治会の方たちあ

るいは消防団の方たち、防災関係の方たちにお集りいただき、１，０００名ほどの方にお

集りいただきまして、防災訓練を盛大にさせていただきました。その折に、伊自良村の消

防団の方あるいは美山町の消防団の方もお出かけをいただきまして、一緒に訓練をさせて

いただきました。そうした折に、私どもの自治会の方たちが一緒に、もちろん高富町の消

防団の方もですが、一緒に訓練をさせていただいたわけですけども、合併をするというこ

とが前提かどうかはわかりませんけれども、一層団結をして防災訓練に当たらせていただ

きました。これも、そうした効果が現れているのかなと思いましたし、また大変心強く力

強く感じました。 

 こういうことも含めて皆さんにご報告させていただきまして、合併という問題につい

て、より一層の拍車がかかるのではないかと、そんなことを思っているわけですが、ひと

つ今後も皆様方のいろいろな英知を結集していただきまして、そして良いご意見をたくさ

んいただきまして、この合併協議会を運営できますように心からお願いを申し上げまし

て、私ごとと、あるいはまた私どもの町のことで大変恐縮ではございますが、一言ごあい

さつをさせていただきまして、ただいまより協議を始めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○事務局長 ありがとうございました。 

 本日の会議時間ですけれども、この後のご予定もある方があるかと思いまして、一応３

時半までということで区切らせていただいております。ただ、議論が進めば、これより延

長することもあるかと思いますが、とりあえず２時間程度ということを目安にしておりま

すので、委員の皆様のご協力の程よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまより早速ですけれども議事に入らせていただきます。 

 会議の議長につきましては、規約第１１条第２項の規定に基づきまして会長があたるこ

ととなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 会長、よろしくお願いします。 

○議長 それでは、議事に入らせていただきますので、皆様方のご協力をよろしくお願い

いたします。 

 第２回高富町・伊自良村・美山町合併協議会にお集りいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 早速議事に入らせていただきます。 
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 報告第８号の高富町・伊自良村・美山町合併協議会会議傍聴規程について、報告第９号

の高富町・伊自良村・美山町合併協議会会議録等閲覧規程について、報告第１０号の高富

町・伊自良村・美山町合併協議会事務局規程の一部改正について、一括して事務局から説

明をさせていただきます。 

○事務局長 それでは、事務局からご説明をさせていただきます。申しわけありません、

座ってご説明させていただきます。 

 まず報告第８号、資料の方、報告８となっておりますものをご覧ください。 

 高富町・伊自良村・美山町合併協議会会議傍聴規程となっております。これは先般８月

１３日の第１回協議会におきまして協議会会議運営規程をご承認いただきました。この中

の第６条第２項で、会議の傍聴については議長が別に定めるということになっておりま

す。これを受けまして、傍聴規程を定めさせていただきました。 

 第２条で、報道関係者の方と、それから一般傍聴人の方、これら２種類の傍聴人をお願

いする。それから、一般傍聴人の定員については３０人とするとしております。傍聴され

る方に傍聴証を交付して、受けていただくということになっております。一般傍聴証につ

きましては、会議開始予定時刻の１５分前から先着順に交付するとなっておりますが、１

５分前において傍聴希望者が３０人の定員を超える場合にはくじ引きで対応するというこ

とにしております。 

 第５条、それから次のページの第６条を見ていただきますと、こういう方は傍聴できな

いよ、あるいは傍聴される方はこういうことを守っていただきたいよ、ということが列挙

してございます。 

 第９条で、傍聴人がこれらの規程に従っていただけない場合には議長から制止をかけ

る、あるいは退場させることもできるという規定でございます。 

 ４ページから６ページまでが関係様式となっておりまして、もう既に本日傍聴をされて

いる方には適用されております。 

 続きまして、報告第９号、資料はその次のページの報告９となっているものをご覧くだ

さい。 

 合併協議会会議録等閲覧規程でございます。これも先般ご協議いただきました会議運営

規程の第８条第２項で、閲覧の方法については議長が別に定めるとなっておりますものを

受けて規定しておりますけれども、会議の会議録、あるいは本日もお配りしておりますけ

れども、会議に提出された文書の閲覧に関して必要な事項を定めるとしております。 
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 第２条で何人も会議録等の閲覧を請求することができるとしておりますが、第３条第２

項で個人に関する事項等は閲覧に供しないことができるとも定めております。 

 写しの交付を請求する方は、所定の申出書に必要事項を記載して提出していただくとい

うことになっております。 

 続きます２ページにつきましては関係申出書の様式でございます。 

 続きまして、報告第１０号でございます。最後のページ、報告第１０号につきましては

協議会事務局規程の一部改正でございます。 

 先般の第１回にも事務局規程を報告させていただいておりますけども、その後必要に応

じて変えたいということで、ご覧いただきますと第９条関係の別表が変わっておりまし

て、合併協議会出納員の印というものを追加しております。これは預金口座の開設ですと

か払い出しに使う印でございますけれども、これが漏れ落ちておりましたので、これを追

加させていただきたいという一部改正でございます。 

 報告事項については以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局の方から報告をさせていただきました点について、ご不明な点がござい

ましたらご質問をお受けしたいと思いますので、何かございましたらどうぞ。 

暫時後 

 よろしゅうございますか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長 今、ないというようなご発言をいただきましたので、特にご質問はないようでご

ざいます。 

 それでは続きまして、協議事項に入らせていただきます。 

 協議第５号の合併の方式について、協議第６号の合併の期日については、ともに関連す

る点も多くございますので、一括してご協議を願いたいと思いますので、事務局から説明

をさせていただきます。 

○事務局長 それでは、協議第５号、第６号につきましてご説明を申し上げます。これも

座って失礼します。 

 まず、協議第５号でございますけれども、合併の方式についての調整の方針案を示して

ございます。これから４つほど協議事項を挙げてございますけども、一応たたき台として

の案を示してございます。 
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 調整の方針でございます。読み上げますが、高富町、伊自良村、美山町を廃し、その区

域をもって新しい市を設置する新設（対等）合併とするとしてございます。 

 まず、前段、新設合併とするという部分でございますけれども、合併の方式、一般には

２種類ございまして、その下の参考事項に掲げておりますように、新設（対等）合併と編

入（吸収）合併という２種類の合併の方式がございます。新設合併と申しますのは、合併

方式の定義のところをご覧いただきたいと思いますけれども、２つ以上の市町村の区域の

全部もしくは一部をもって市町村を置くということで、結果的に市町村の数の減少を伴う

ということになりますし、編入合併と申しますのは、市町村の区域の全部もしくは一部を

他の市町村に編入することということで、これも同じように市町村の数の減少を伴うとい

う結果が生じます。 

 その他、基本的には新設合併の場合には合併前の市町村の法人格は消滅してしまいます

ので、新しい市町村の法人格が発生するということになります。例えば名称等も新たに制

定する、事務所の位置も新たに制定するということになりますし、特別職、例えば首長、

町村長の身分、それから議会議員の身分、農業委員の身分、特別職の身分は、基本的には

その身分は失う、あるいは失職するという規定になっております。従いまして、新首長に

つきましては、新しい市町村による選挙で選任されるということになります。ただし、議

会議員につきましては、特例の規定がございまして、定数を増やして設置選挙を行うか在

任期間を延長することができるという規定になっております。これについては、また別途

協議していただくことになるかと思いますけれど、ここでは一般論としてそういう規定に

なっております。 

 その他一般職につきましては、とりあえず旧町村の法人格の消滅によって身分を失うこ

ととなるんですが、合併特例法の規定によって新しい市町村に身分が引き継がれることと

なっております。 

 条例・規則等につきましても、新設合併の場合にはすべて失効し、新たに制定すること

となります。 

 編入合併は、ある市町村にある市町村が吸収をされるという形でございますので、吸収

する側は基本的にはそのまま存続するという形になりますし、編入、吸収される側の市町

村の法人格は合併と同時に消滅するということになりますので、基本的には吸収する市町

村の法人格あるいは身分等が存続して、吸収される方の市町村の法人格あるいは身分は消

滅するという形になっております。 
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 そこで山県郡３町村におきましては、３町村の規模等、それからこれまでのあり方、経

緯を見ましても、どこかの町村がその他の町村を吸収合併するという状況にはないと思わ

れますので、山県郡３町村につきましては新設、対等の合併ということで合併を進めては

どうかという案にしてございます。 

 そこで合併の方式としては新設合併としたいという提案でございますけれども、新たな

概念としまして、その区域をもって新しい市を設置するということにしてございます。 

 実は先の平成１２年国勢調査で、山県郡の人口が３万人を超えております。３０，９５

１人ということで３万人を超えております関係上、合併特例法の規定、この後詳細に説明

いたしますけれども、市になることが可能という状態でありますので、市になることを目

指してはどうかということで、新しい市を設置するという案にしてございます。 

 １枚おめくりをいただきまして、参考のところに市と町村との主な違いという形で法的

な違いを列挙してございます。左側が市の場合、右側が町村の場合でございますけれど

も、例えば議会の招集の告示期間が市の場合は７日間とか、町村の場合は３日間、それか

ら収入役を置かなければならないと市はなっておりますし、町村は置かないこともできる

という規定ですとか、議会及び長の選挙期間が７日、町村の場合は５日という規定もござ

います。それから、福祉事務所、これは大きな違いですけれども、市の場合は福祉事務所

の設置が義務づけられておりまして、福祉事務所が持っております権限、以下に列挙して

ありますような権限も当然のことながら市は持つということになっております。町村の場

合は、福祉事務所の設置は任意でございます。当該山県郡３町村は福祉事務所を設置して

おりませんので、市となるということであれば福祉事務所を設置するということになると

思います。その他権限、市と町村、ここに列挙してございますけれども、許認可の関係で

も史跡名勝、天然記念物、商店街振興組合等の設立認可等の違いがあるわけですけども、

地方自治法の定めるところによれば、市も町村も基礎的自治体としての基本的な権限は抜

本的には違わないことになっております。ただ、市となることができるということになり

ますと、基本的なイメージアップによる産業立地が期待できると、あるいは若年者の定住

が期待できると、そういった効果が期待できるのではないかというふうに言われておりま

して、この際、特例法の規定によって市になれるのであれば市になることを目指してはど

うかという案でございます。 

 市になることができると言っておりますけれども、これは特例法の期限がございますの

で、第５号と第６号併せてご議論いただきたいと申しましたのは、期限の方についても説
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明をしないと、併せて考えていただかないと議論ができないものですから、第５号と第６

号を一緒に議論することにいたします。 

 協議第６と書いてある資料をご覧いただければと思います。 

 本来、地方自治法に第８条の第１項により市になる要件というのがございまして、これ

は、基本的には人口５万人以上を要するということとなっております。その他中心市街地

の戸数の割合ですとか、都市的業態に従事する者の割合ですとか、その他県条例で定める

要件などがございますが、基本的には人口５万人が極めて大きな要件でございまして、た

だ合併特例法第５条の２によりまして、平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日ま

でに合併する場合は、人口要件は４万人ということになっております。ここで言います

と、留意事項、市になるための要件となっております②でございます。４万人ということ

になっておりまして、その他の要件はそのまま存在します。例えば中心の市街地を形成し

ている区域内にある戸数が全戸数の６割以上であること、商工業その他の都市的業態に従

事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の６割以上であること、それから

都道府県の条例、岐阜県条例は備考欄、右側の備考欄に都市的施設その他の都市としての

要件に関する条例というものを明記してございますが、こういった都市としての要件を備

えていることと、これらの要件が必要なわけですが、さらに合併特例法は特例を置いてお

りまして、①をご覧いただきたいと思うんですけども、合併の特例に関する法律附則第２

条の２でもって、平成１６年３月３１日までに合併した場合には人口要件は３万人以上と

すると。３万人以上であって、その他の要件は問わないという形にしております。従いま

して、今②のところで見ていただきました人口要件以外の要件、中心市街地とか都市的業

態、それから都道府県条例の部分につきましては、この部分の要件は必要ないよと。市に

なるのに必要ないというふうに合併特例法に規定されております。従いまして、平成１６

年３月３１日までに合併した場合には、人口が３万人以上あれば市になることができると

いう法制度になっております。 

 基本的には、合併時期につきましては、必ずしもいつまでにしなければならないという

のことは法的にはないんですけれども、市となろうとする場合には合併特例法の期限があ

るということで、山県郡におきましては人口が先ほど申しましたように人口３万人を若干

超えておりますので、平成１６年３月３１日までに合併しないと市になることはできない

ということで、協議事項第５号と第６号を一緒にご議論をいただきたいということでござ

います。 
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 さらにご説明いたしますと、期限の関係で、合併特例法は期限を限って効力が発生する

時限立法でございまして、平成１７年３月３１日までに合併をしないと、同法に基づく財

政支援措置等を受けられないということになっております。 

 次のページを、お開きください。 

 合併特例法の期限は１７年３月３１日までに合併が行われない場合は財政支援措置等を

受けられないと明記してございます。基本的には、財政支援措置というふうに言われてお

りますけども、先ほど申しましたように、例えば議員の在任とか定数の特例も併せて受け

られないということになります。ここには一般論として普通交付税の算定特例や合併特例

債があるというふうに書いてございますけれども、よりわかりやすくご説明申し上げるた

めにこの資料の２枚後、４／４としてあります参考資料をご覧ください。 

 この参考資料は右左が少し違う内容になっておりますけども、右側をご覧いただきます

と、山県郡の合併試算例としまして国の財政措置がこれくらい受けられるであろうという

ことが列挙してございます。あくまでも試算でございますので、その点ご注意いただきた

いのですが、例えば合併特例債ということで非常に有利な地方債でございます。言うなれ

ば借金ですけれども、非常に有利な形で地方債が起こせるということで、後年交付税措置

という形で、交付税の形でお金が戻ってくるとご理解いただければいいかと思うんですけ

れども、これがまちづくりのための建設事業に約１２６億円、それから振興のための基金

造成に約１８億円ということで、約１４４億円余りが合併特例債という形の有利な地方債

に使えるよということのほか、２にありますように合併に伴って経費がかかるだろうとい

うことで、行政の一体化とか行政水準の格差是正のために約３．２億円の普通交付税措置

が受けられることや、あるいは合併市町村の新しいまちづくりとか公共料金の格差是正の

ために特別交付税措置が受けられることや、あるいはもっと具体的な形で合併市町村に対

する補助金が３億円受けられること。これはあくまでも試算でございますので、ここまで

の額がきっちり受けられるかどうかはまた別の議論になりますけれども、これらの国の財

政支援が平成１７年３月３１日までに合併すれば受けられると言われております。こうい

ったものが平成１７年３月３１日を超えると受けられなくなってしまう可能性が高いとい

うことでございます。 

 法制度は以上のとおりでございます。ただ、何月何日をもって合併の期日とするかにつ

きましては、これは決め手となる条文等はございません。今までの先進事例を列挙させて

いただいておりますけれども、ご覧になっていただければわかりますように、ある一定の
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期日に固まるということはなくて、２月１日、３月１日、４月１日、５月１日、いろいろ

バラバラでございまして、必ずしも１日でないものもあるという状態でございます。それ

ぞれの市町村の状況によりましてバラバラになっているという状態でございます。 

 そこでもう一度参考資料、先ほど山県郡の合併試算例を見ていただきましたけれども、

合併スケジュールというのが左側に、この前第１回のときにもこれは示させていただいた

資料でございますけども、再度掲げておりますけれども、合併をするとなったときには合

併調印を行った後に合併申請書の提出ということで、これは県へ申請して市になる場合に

は総務省の協議という手続もございますし、県議会に議決していただかなければならな

い、それから国へ届け出て国の告示も必要であるということで、いくつか手続も必要にな

ります。こういったことも考え合わせまして、その前にこうした協議会の中で、合併する

とすればどういう形の合併にするのがいいだろうという協議を重ねていかなければなりま

せん。従いまして、合併に必要な協議、それから準備、それから合併協定後の今見ました

ような手続を総合的に考え合わせまして、市となれる期限が１６年３月３１日ということ

になっておりますので、その期限前の年度替わりの日である平成１５年４月１日をもって

合併の期日としてはどうかというのが提案の趣旨でございます。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から説明をいたしました協議第５号の合併の方式並びに協議第６号の合

併の期日について、ご質問、ご意見がありましたらご発言をお願いいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○委員 お恥ずかしいような質問になるかもわかりませんが、合併をするのはこの１６年

３月３１日までということになっておりますが、その合併の期日というものはここで言う

なら山県郡３町村がこの日までに合併をすれば、調印をすればいいのか、最終的には総務

省まで行くということになっておりますが、総務省が認めるのがこの１６年３月３１日ま

でに認めないかんということなのか、ちょっとその辺お尋ねします。 

○議長 事務局からご説明させていただきます。 

○事務局長 申しわけありません。先ほど説明が多岐にわたりましたのでわかりにくかっ

たかもしれませんが、ここで１５年４月１日は合併の効力が発生する日でございまして、

先ほどの参考資料で言いますと、合併スケジュールというのをご覧いただいたと思うんで
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すけれども、最終的には総務省の告示が効力発生の日ということになっておりますので、

この日を１５年４月１日としたいという案でございまして、合併調印はその前に、その随

分前に行いまして、当然その間には県議会での議決等も必要ですので相当前に調印等をす

るという趣旨でございます。 

○議長 よろしゅうございますか。 

○委員 この案に出ております平成１５年４月１日を目標にしておられるわけですが、こ

の日にちということは既にもう総務省が認めたということと理解してよろしいですか。 

○議長 事務局から説明をさせていただきます。 

○事務局長 総務省が認めたということではございません。３町村がこの合併協議を進め

まして、合併するかどうかということをこの協議会でもって、あるいはその内容をどうす

るかということを協議していただきまして、合併調印を行った後に合併申請というのをい

たします。合併申請をいたしまして、県へ申請いたしましたものを県議会で議決すると。

その後に総務省へ届け出ということになりますので、この時点にならないと総務省、国は

何らかの判断、判断ということではないんですけれども、届け出ですので許可するとか認

めるということでなくて、この場面にならないと国は登場しませんので、その前に３町村

でもって合併調印ですとか申請書の提出、あるいは県におきましては県議会の議決という

のが必要ですので、今の時点で県が認めるとか国が認めるとかという話ではございませ

ん。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 それでは、先にこちらの方がご質問ありますので、後からまたご質問いただくというこ

とでよろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○委員 今いろんな書類でも、また噂にも聞いていますが、１５年４月１日合併という目

標が立っておるわけですけども、これでいきますと相当時間的な無理があるんじゃないか

と思いますけど、その辺の執行部の方の考え方はどんなもんでしょうか。１５年４月１日

に合併をするという言い方になりますと、今の話では総務省の告示がないとそれは有効じ

ゃないということで、その辺の説明をちょっとお願いしたいと思います。 

○議長 事務局の方から説明をさせていただきます。 

○事務局長 事務局といたしましては、１５年４月１日にとりあえずその告示ができる、

いわば合併の効力が発生できるように鋭意事務的に進めておりまして、基本的にはこの協
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議会の中でご協議いただくという部分もあるものですから、事務局だけで進めてしまうと

いうことじゃないですけれども、基本的にはそのスケジュールの中でできるように努力し

ておりますので、基本的には今のところは事務的には可能かというふうに申し上げる次第

でございます。 

○委員 よくわかりました。目標としてその期日が示されているというふうに理解しま

す。 

○議長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○委員 今議長の方から提案のありましたこの合併期日につきましては今ご説明のとおり

でありますけども、協議第５号、この合併の方式については新設合併で決定したというこ

とで、理解でよろしいでしょうか。 

○議長 事務局の方から説明させていただきます。 

○事務局長 あくまでも私ども会長の方からこの調整の方針案でどうかということを協議

会の方に諮らせていただいている段階でございまして、今いろいろご質疑を受けた中で最

終的に皆様がご了解いただいて承認ということになれば、新設対等合併ということを認め

られたということになると思っておりまして、今の段階ではまだご議論、ご質疑をいただ

いておる段階と認識しております。 

○議長 新設合併ということで進めたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員 どんどんこうやって議論が進んでいくわけですけども、これをどうやって住民の

方々に理解していただくとか、そういうことはただ協議会の協議会だよりやホームページ

だけであって、あとはもうお考えということはないのでしょうか。 

○議長 事務局の方から説明させていただきます。 

○事務局長 基本的には、機関誌を後ほどご紹介するつもりだったのですけども、全戸配

布、町村広報と共に全戸配布させていただくと。あるいは、見られる方が限られるかもし

れませんけども、インターネットの方でも逐次出させていただくということでございます

ので、基本的にはこれによって住民の方への周知を図りたいと思っております。 

 その他の住民の方の意見をどうやって聞くかということにつきましては、基本的にはま

だ今の段階で事業計画等には示してございませんけれども、住民の方へのご説明は別途機
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会を考えさせていただきたいと考えておりますので、もちろん傍聴へお越しになっている

方に対してはオープンにしておりますけれども、逐次この今の議論のそのものを住民の方

にリアルタイムでお届けするというのはやや限界があるだろうということで、結果につき

ましては機関誌、インターネット等で随時出していきたいと思っております。 

○議長 よろしゅうございますか。 

○委員 ということは、また住民の方々に伝達する方法というのは、また後日議論すると

いうことでよろしいですか。 

○事務局長 この場でも議論していただいたら結構だと思います。 

○議長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 先ほどのご質問に戻りますが、よろしゅうございますか。 

○委員 念のためにいま一度お尋ねするわけですが、この平成１５年４月１日ということ

は総務省が認めるのがこの日にちということですか。 

○議長 事務局の方から説明させていただきます。 

○事務局長 合併はあくまでも関係市町村、山県郡で言いますと３町村が決めることでご

ざいますので、国が認めるという形には法的にもなってございません。ただ、県は議決す

る必要がございます。県政にも重大なかかわりがございますので、県は議決するという形

になっておりますが、国へはあくまでも届け出をして、国の方で告示をしていただくとい

う仕組みになっているだけでして、国が認めるとか許可するという仕組みにはなっていな

いということでございます。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○ 委員 先ほど来から合併の日時、いわゆる平成１５年４月１日を目標にしているとい

うことですが、合併特例法の適用を受けられるのは平成１６年３月３１日まででいい

わけですね。その１年余りを慌てるということは、何かそこに理由があるのかない

か。執行部あるいは事務局の方で何かの含みがあって１５年４月１日という線が出た

のか、もしあればその理由を述べていただきたいと思います。 

○議長 事務局の方からご説明させていただきます。 

○事務局長 特に含みというのはございません。先ほども申し上げましたように、年度替

わりと、官公署でございますので年度替わりの日と、学校等の関係もございますので切り
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のいい年度替わりの日にしてはどうかというご提案でございます。 

○議長 どうぞ。 

○委員 年度替わりも４月１日から年度替わりになるわけですけども、３月３１日という

ことはもう１日違いですからね。これは別に問題はないんやないかと思いますが、その点

どうですか。 

○議長 暫時休憩をさせていただきます。 

              午後２時１０分 休憩 

              午後２時１２分 再開 

○議長 休憩前に引き続き会議を再開させていただきます。 

 事務局の方から改めて回答をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

○事務局長 申しわけありませんでした。私がご質問の趣旨を理解できませんでしたの

で、お答えが遅れましたけれども、１６年３月３１日に効力が発生するということになり

ますと、３月３１日だけが年度で言いますと平成１５年度ということに、新年度、旧年度

と分けますと旧年度に属してしまって、その１日だけが旧年度に入ることになります。例

えば学校ですと１日だけが、例えば市ということになりますと３月３１日だけが市立の学

校ということになりまして、年度の中で区分が生じてしまいますので、ここは切りのいい

４月１日でどうかというご提案でございます。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 年度ということで、お願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員 いろいろこの合併協議会がどんどんこういうふうに進んでいくんですが、私たち

がいろいろ巷で聞いている中で、トップダウン的なのを避けていくというような、当初会

長のご意見もございましたが、いろいろ聞いている中でその辺、もっと住民が一緒になっ

てこの合併に対して参加をしていきたいというようなご意見も聞きながら、私たちは出て

きているわけですが、地域の代表ということで皆さんにご説明をしている中で、地域住民

の方に説明をされてはいるのですが理解をいただける方法は何か考えておられますか、ど

うですか。 

○議長 事務局の方からご説明させていただきます。 

○事務局長 先ほど申しましたとおり、機関誌でもってこの協議会の議論された内容ある
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いは提案した内容ということは逐一出していきますし、また機関誌は月に１度しか出しま

せんので、もちろんインターネットの方、ただインターネットの方は見られる方が非常に

限られるものですから、どなたでもご覧いただけるというわけではございませんけれど

も、とりあえず早いという意味ではインターネットの方が早く掲載できるかなと思ってお

ります。 

 基本的には、この協議会は傍聴が可能ですし、議事録につきましても逐次公開していく

ということでございますので、一般の住民の方への周知はこの形でいきたいというふうに

思っております。 

○議長 補足の説明をさせていただきますと、自治連合会、高富のことに限ったことで申

しわけないんですが、自治連合会長の方々には説明を求められた場合は私どもの方からお

伺いいたしますということですので、またその節は申し出をいただきたいと、そんなふう

にもお願いをしております。 

○委員 今の説明でわかりましたが、ではそういうふうに一応事務局としてもそういう説

明をしながらこれを進めていくというような回答をしてよろしいですね。要望があれば出

向いていくと。 

○議長 結構でございます。これは私どもだけに限らず、伊自良、美山もそういう線でお

願いをしてありますので、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員 平成１６年３月３１日までに合併した場合は、人口３万人以上、その他の要件は

問わないとしてあるのですが、それから県条例は考えなくてもいいということですか。と

いうのは、下の方に病院とか診療所、劇場等を相当数設けているというようなことを書い

てあるんで、その他の条件は問わないということは県条例も問わないということで解釈し

てよろしいでしょうか。 

○議長 事務局から説明させていただきます。 

○事務局長 今おっしゃられたとおり、人口要件以外の要件は問わないということで、②

の方にその要件が列挙してありますが、この中に都道府県条例で定める都市的施設その他

の要件を備えていること、この部分につきましてもその他の要件は問わないという部分に

入りますので、従いましてこの備考欄に列挙してあります岐阜県条例につきましても適用

はないと思っていただいて結構です。ですから、人口要件だけということになります。 
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○委員 ありがとうございました。それともう一点ですけれども、合併の特例に関する法

律、これは確か１ヵ月くらい前でしたか、新聞等で６０項目にわたる特例があるというよ

うなことが出たことがあります。その特例法の法律の、抜粋でよろしいですけど、今後の

ためにも欲しいのですが、いただけないでしょうか。 

○事務局長 大変失礼いたしました。後日改めまして資料とともに配付させていただきま

すので、よろしくお願いします。 

○議長 ほかによろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○委員 平成１５年４月１日までの計画の準備といいますか、いつ頃にこういうような日

程で、計画につきまして、このようなことが大まかなものでいいですが、わかっておられ

るのですか。 

○議長 合併スケジュールのことでよろしゅうございますか。 

 事務局の方からご説明させていただきます。 

○事務局長 まだこの１５年４月１日という案をご了解いただけるかどうかという段階で

の議論ですので、その点お含みいただいた上でお聞きいただきたいと思いますが、基本的

にはこの協議会で約１年余りかけて議論をしていただきたいと思っております。従いまし

て、それぞれの町村議会の議決が必要になりますけれども、来年の秋口にはこの議決をし

ていただきたいということで、その後は県へ申請、県議会の議決ということになります

と、県ですと１２月議会というのが目途になるかと思っております。ほぼ、この協議会の

協議を１年行っていただきたい。それから、その中でどの段階で、例えば市町村建設計画

をどの段階でお認めいただくかにつきましては、今この後に説明いたしますけれども、住

民アンケート等を行う予定もしておりますので、もうしばらくお待ちをいただきたいとい

うことでございます。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員 今の案の平成１５年４月１日とするということで、これを平成１５年度中にとい

うことにはなるのかならないのか。例えば４月１日からじゃなくて、継続的な協議案件や

いろいろな問題が発生した場合に、余裕期間を持って７月でもいいだろうし、翌年の１６

年３月３１日ということを思いますが、この辺、年度中という言葉で表してはいけないの
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か、この資料は４月１日とするとしてありますが、お尋ねします。 

○議長 事務局の方からご説明させていただきます。 

○事務局長 先ほどから申し上げておりますように、４月１日とするか、例えばこの年度

途中の何日か、あるいはもう最終の３月３１日とするかにつきまして、この協議会のスケ

ジュールも含めまして大きく影響を受けてまいりますので、事務的なスケジュールだけを

申すのでなくて、協議会のスケジュールという大きな枠組みを申しますと、この時点で目

標であります期日を決めていただきたいというのが事務局からのお願いでございます。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

暫時後 

○議長 よろしゅうございますか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長 それでは、ご意見を皆様方それぞれ出していただきました。ご発言もいただきま

したので、協議第５号の合併の方式並びに協議第６号の合併の期日につきましては、ただ

いまの原案のとおり承認させていただいてよろしゅうございますか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長 ご異議ないということで、合併の方式と協議第６号の合併の期日につきまして

は、原案のとおり承認をさせていただきました。 

 続きまして、協議第７号の新自治体の事務所の位置について協議をお願いしたいと思い

ます。 

 これについて事務局からご説明をさせていただきます。 

○事務局長 資料、協議７という次ページをご覧ください。座ってご説明させていただき

ます。 

 事務所の位置でございますけれども、先ほどのご協議の中で一応市になることを目指す

ということでございますので、事務所は市役所と言い換えてもいいかと思いますけれど

も、市役所の位置をどうするかという議論でございます。 

 案を読み上げます。 

 事務所の位置は、「岐阜県山県郡高富町高木１０００番地１」とする。ただいま協議会

を開いております高富町役場の位置と同じでございます。その後、現在の伊自良村役場を

「伊自良支所」とし、現在の美山町役場を「美山支所」とするとしてございます。市役所
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と、もうあえて申し上げますけれども、市役所の位置を今の高富町役場にすると提案して

ございます。 

 資料のところには今の役場、３町村の役場に置かれております地理的条件、それから建

物、敷地関係の諸条件が明記してございます。逐一細かいところの数字までご説明は申し

上げません。ご覧いただければわかると思いますが、まず重要になってまいりますのは交

通的利便性でございまして、例えば高富町役場ですと主要地方道関本巣線、それから国道

２５６号バイパス、これは間もなくこちらへ延長する工事も始まっております。それか

ら、東海環状自動車道の高富インターチェンジも建設される予定になっております。近隣

公共施設も同等に主要な公共施設の位置関係がどうかという部分、それから建物、市役所

としての規模も大変重要になります。施設規模が、例えば高富町の本庁舎は鉄筋コンクリ

ート４階建てで、伊自良は鉄筋コンクリート２階建て、それから美山は鉄筋コンクリート

３階建て、地下１階というような規模になっておりますし、延床面積もご覧のとおりにな

っております。さらに、駐車場、公用車車庫等も重要な条件になってまいります。 

 以上のようなところから、交通の要所であるという点、それから市役所としての規模、

キャパシティーの面から見まして、今の高富町役場を市役所の位置とするのが適当ではな

いかという提案でございます。 

 ただし、住民の利便性等も考慮いたしまして、今の伊自良村役場、それから美山町役場

をそれぞれ支所とするということではどうかということでございます。 

 次のページ、参考までにご覧いただきまして、先ほど申し上げましたように、地方自治

法でもって、事務所の位置を定める場合には住民の利便性、それから交通事情、他の官公

署との関係に考慮を払って条例で定めなさいと言っております。 

 さらに、２の支所等のところを見ていただきますと、条例により支所または出張所を設

けることができるとしております。支所は総合的な意味合いを持った役所と、出張所は窓

口的なものというふうに切り分けがあるようでございますけれども、この場合は総合的な

窓口としての支所をそれぞれ伊自良村役場の位置、美山町役場の位置に置いてはどうかと

いうことでございます。 

 先進事例も幾つか拾ってございますが、これこそそれぞれの地域で非常に特殊性が高

く、そのまま参考にするというのは非常に難しいんでございますけれども、例えば最近非

常に大きな合併でありました「さいたま市」におきましては、当分の間、現在の浦和市役

所を新市の市役所の位置とするとありまして、その後ゆっくり考えようということで将来
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の事務所の位置については別途検討するというところもございます。西東京市につきまし

ては、田無市役所を市役所とするということでございますけれども、呼称としては田無庁

舎、保谷庁舎という言い方をしています。これも話題になりました篠山市でございますけ

れども、これは篠山町役場の位置を市役所の位置としております。 

 というように、これら先進事例はあくまでも本当にその地域の事情に応じた事例でござ

いまして、これをそのまま適用するという、そういうものではございません。その地域ご

とで判断するということでございますので、山県郡３町村の合併につきましては高富町役

場を市役所の位置としてはどうかというご提案でございます。 

 以上です。 

○議長 ただいま事務局の方から説明をさせていただきましたが、協議第７号の新自治体

の事務所の位置について、ご質問やご意見がありましたらどうぞ。 

暫時後 

 よろしゅうございますか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長 ご発言もないようですが、承認をさせていただくということでよろしゅうござい

ますか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長 異議なしというご発言をいただきましたので、協議第７号の新自治体の事務所の

位置につきましては、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、協議第８号の新自治体の名称について協議をお願いしたいと思います。 

 これについて事務局から説明をさせていただきます。 

○事務局長 協議第８と書いてあります資料、最後のページでございます。ご覧くださ

い。座って説明させていただきます。 

 新自治体の名称については、調整の方針の中では、こういう名称としてはどうかという

提案ではございません。名称の決定の仕方をご提案させていただきます。 

 小委員会で選定方法を検討の上、幾つかの候補を選定し、協議会で最終的には決定する

こととしてはどうかということでございます。 

 名称につきましては非常に住民の関心も高く、皆様のご意見も活発に出やすい協議項目

でございますので、とりあえず小委員会で機動的に選定方法等を検討してはどうかという

ことでございまして、資料の真ん中のところ、先進事例をご覧いただきます。 
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 これは割とスムーズに決まった事例が明記してございまして、四国の東かがわ市、香川

県ですね。東かがわ市というところに落ちついた事例でございます。合併の期日は私ども

と同じ１５年４月１日を目標としてございますが、もう既に名称が決まっているというと

ころでございまして、やはりこの提案と同じように小委員会を設置し審議したということ

で、委員は学識経験者１２名で構成しているというような状況でございます。小委員会の

方で名称募集要項とか選定基準とか懸賞方法等を決めまして、実際に全国からの公募でも

って募集をしたということで、６，０００近くの応募がございまして、２，８６７種類で

すけれども、これを小委員会で１０の候補を絞り込んで、さらに次の協議会でもって３つ

の候補に絞り込んだ上で、さらに次の協議会で名称を決定したという事例でございまし

て、何回かの協議会を、当然小委員会の方も何回か機動的に開いた上で、最終的に協議会

を２回ほど開いて決定している例でございます。こういったものに倣ってやってはどうか

という提案でございます。 

 ただ、名称につきましては、いろいろ注意した方がいいというふうに言われておること

がございまして、それをご説明申し上げますと、留意事項の１のところを見ますと、名称

は住民の日常生活に密着しており非常に重要なものですので、当然のことながら、不穏当

なもの、読み方のわかりにくいものとか、それから他の地方公共団体の名称と類似してい

るものについては不適当であろうと言われております。市町村の名称としては、３町村も

今そうですけども、大多数は漢字を使用していますけれども、最近では先ほど事例を見ま

したように「さいたま市」等のように平仮名を用いている市町村もございますし、片仮名

の町というのも２町、北海道のニセコ町と滋賀県のマキノ町というのが２つあります。た

だ、記号やローマ字を使用している市町村はございません。丸とか星印のような記号を用

いたものはその読み方もわかりませんし、非常に不適当だろうと言われておりますし、ロ

ーマ字の場合も、もともと日本の字ではないということで注意を要すると言われておりま

す。 

 最後、４番ですけれども、市となるということが今日ご承認いただきましたけれども、

市の名称につきましては町村と違いまして郡名を冠することができないので、町村以上に

団体の識別が容易であることが求められると言われております。この点につきましては、

「町を市とする処分を行う場合において、当該処分により新たに市となる地方公共団体に

ついては、既存の市の名称と同一または類似することとならないように、十分配慮する」

こととなっておりまして、市となる場合には既存の市と同一名称となることは避けられた
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いというのが指導でございます。国の指導といいますか、国の見解でございます。従いま

して、市となるということになりますと、この４番についても注意しなければならないと

言われております。 

 一般的な注意事項を申し上げましたものですから、基本的には、この後小委員会で公募

方式等を含めた選定方法を考えてはどうかというのがご提案の趣旨でございます。 

 以上です。 

○議長 ただいま事務局の方から説明がありました協議第８号の新自治体の名称につい

て、ご質問、ご意見がありましたらご発言をお願いいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○委員 私は今３町村からの住民の方のアンケート、全国というのもいかがなものかなあ

と思うのですが、アンケート方式がいいんではないかと思いますが、どうですか。小委員

会で案を決定して、今言ったような形をとるのがいいのではないかと思います。 

○議長 事務局から説明させていただきます。 

○事務局長 今のご意見は、多分全国から公募ではなくて、地元住民のアンケートの方が

よろしいんじゃないかというご趣旨ですか。 

 今ご提案の趣旨は、決め方まで今この時点でご説明はしてはおりません。たまたま先進

事例が、全国公募になっておりましたが、これでいってしまうというお話ではありませ

ん。小委員会の方で今後そういうことも含めてご議論をいただいてはどうかということ

で、ただこの協議会の中でご意見が、今委員さんから伺ったようなご意見があれば、小委

員会の方でその検討の余地があるというふうになるかと思います。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員 今のただいまの名称の件ですけれども、私どもはイベントを企画しております。

中学生、高校生の方を対象に、商工会の方で女性部、青年部が代表でイベントを企画して

いる際に、この合併ということで、子供たちの考え方というのはユニークな発想もござい

ますので、一応そういう方たちを対象に名称についてはアンケートをとったらどうかとい

うような意見があるんですけれども、そういうところで意見、アンケートをとった分をこ

の小委員会で参考にしていただけるものかどうかということで、別個にここだけの範囲で
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ないとだめということはないわけですね。 

○議長 事務局から説明させていただきます。 

○事務局長 そのように、将来を担う方々のご意見を聞いていただけるのはありがたいと

思います。ただ、多分小委員会の方で、これからどういう方にアンケートをとるかとか公

募するとかというのが詳細に検討されると思いますので、そのような情報も逐次入れてい

ただいて、一緒に検討したらどうかと思います。 

○議長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

暫時後 

 提案どおりでよろしゅうございますか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長 それでは、ご発言もないようでございますので、協議第８号の新自治体の名称に

つきましては、原案のとおり承認させていただいてもよろしゅうございますか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは、協議第８号の新自治体の名称につきましては原案のとおり承認をされまし

た。 

 次に、確認事項といたしまして、次回の協議会開催日程でございますが、第１回協議会

において決定していただいた事業計画に基づきまして、１０月１日の月曜日としたいと思

います。開催時間につきましては、本日と同様午後１時３０分からということでご異議ご

ざいませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長 異議なしのご発言をいただきました。 

 それでは、次回は１０月１日月曜日の午後１時３０分からと決定いたします。 

 皆さんには大変お忙しいところをそれぞれにご都合もあろうかと存じますが、万障繰り

合わせてご参加をいただきますよう、併せてお願いいたします。 

 また、詳しい内容等につきましては、追って事務局よりご案内をさせていただく予定で

ございます。 

 次回の会議における協議事項につきまして、事務局から説明をさせていただきます。 

○事務局長 今日は提案させていただいた案件につきまして熱心に、しかも円滑にご議論
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いただきまして、ありがとうございました。 

 次回は、ただいま４つ目の議題でありました小委員会の設置等あるいは名称の決定等に

つきまして諮らさせていただきたいと思っております。さらに、基本的協議事項であと一

つ、財産及び債務の取扱いということがございまして、これについてもご協議いただきた

いと思っております。 

 その他、逐次、今事務事業の調整等を行っておりまして、事務方の方で調整を行ってお

りますが、この中からご協議いただけるものがあればご提出したいということで、今は具

体的には申し上げられませんけれども、また今回と同じように事前に資料も送らさせてい

ただきますし、先ほどご要望のありました特例法の写し等も併せて送付させていただきま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 ただいま事務局の方からご説明をさせていただきましたが、皆様方のレジュメに

従って４番のその他というところでございますけれども、ご意見がございましたらご発言

をどうぞ。 

 どうぞ。 

○委員 こうやっていろいろ出された議題については協議されていくわけですが、なかな

か町民とか村民といいますか、地域の方々たちというのは、合併について校区別に説明会

はありましたけど、全員なかなか来てもらえなかったりなんかしておるというようなこと

ですので、こういう協議会だよりというのがありますので、そういう中ででももっと原点

に戻った、合併するとこんなことがいいんですよとか、こういうことがあるんやとか、財

政的に大きな金を有効に使えるんやとか、いろいろなことを、質問形式でも何でもいいか

ら、こういう中でもうちょっとみんなに説明をしていただきたいということをお願いしま

す。 

○議長 事務局からご説明させていただきます。 

○事務局長 今回も限られた紙面の中で、最終ページに「市町村合併のツボ」という形で

ほんのさわりの部分だけでもご説明しておりますけども、順次わかりやすい説明を心がけ

て、今日ご説明したような、例えば支援の内容ですとか、そういったことも触れてまいり

たいと思いますので、またご意見がございましたら事務局の方へお寄せいただきたいと思

います。 

○議長 よろしゅうございますか。 



- 25 - 

暫時後 

 よろしゅうございますか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長 ほかにないようでございますので、本日の協議会にご協力をいただきましたこと

に対しまして感謝申し上げまして、本日の合併協議会を閉じさせていただきますが、最後

に協議会の中でもそれぞれご発言がありましたが、トップダウンになるということなく住

民の意思を十分に反映していきたいと思っておりますし、３町村長ももちろんでございま

すけれども、啓発活動には十分配慮していきますが、本日ご出席の皆様は議会の代表ある

いは地域の代表の方々ばかりで有力な方々ですので、今後少しでも郡民の方々にご理解が

いただけるようなご協力をも併せてお願いしていきたいと思っていますし、先ほどからい

ろいろご意見をいただきましたことは十分慎重に私どもも取り組んでいきたいと思ってお

りますので、今後ともひとつご協力をお願いいたしまして、本日の進行には大変ご協力を

いただきましたことに対して厚く御礼申し上げます。 

 事務局の方からご案内などがあるそうですのでお待ちください。 

○事務局長 ご連絡事項がございますのでお聞きください。 

 まず１つは、アンケート実施についてということで一枚紙をお配りしてございます。 

 市町村建設計画策定のためのアンケート実施ということで、市町村建設計画を策定する

上での住民の意向を聴取するために住民アンケートを実施したいと考えております。併せ

て、これが先ほどから話題に出ております町村合併の協議が進んでいることの啓発にもな

ればと思っております。 

 調査対象といたしましては、３町村の全世帯約９，５００戸と考えておりますが、お送

りする方法は機関誌や町村の広報誌と共に配布すると、回収は料金別納郵便による郵送と

いうふうに考えております。 

 時期につきましては、１０月１日に機関誌と一緒に各戸配布をさせていただきたいとい

うことで、次回１０月１日でございますけども、その日には皆さんの元に届いているよう

にしたいと考えております。今アンケートの設計にかかっておりますが、主な内容としま

しては山県郡の将来イメージや、合併によってどんな分野を重点的にやってほしいのかと

いうような住民の方のご意見をお伺いするということでございます。 

 それから、前回の協議会でもご質問がございましたけれども、合併協議会のホームペー

ジはいつ立ち上げるんだというご質問がございましたけれども、本日９月３日に開設をい
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たしております。アドレスもお配りしてあるとおりのところですので、一度ご覧いただけ

ればと思いますが、ただまだ本当に立ち上げたばかりでございまして、順次増強を図って

まいりますので、今日見ていただいた段階ではまだ内容的にところどころまだ空白の部分

もございますのでご理解いただきたいと思いますが、順次増強を図ってまいりますので、

長い目で見ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 それから、これは協議会ということではございませんが、新聞報道でご存知だと思いま

すが、去る８月２２日に、県の方からも委員さんとしていらっしゃっていただいておりま

すけれども、県の合併重点支援地域に指定されておりまして、これは県下初でございます

し、全国でも６番目ということで、非常に喜ばしいことだと思いますが、今後指定された

ということだけではなく、実質的に国、県からの支援をいただけるように、こちらとして

も努力していくべきだというふうに思っておりますので、ご協力をよろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

○議長 それでは、長時間、大変慎重にご審議を賜りましてありがとうございます。お帰

りには十分気をつけてお帰りいただきまして、また先ほどもお願いしましたが、１０月１

日に皆様方のご出席をお願いいたしまして、本日の会議は閉じさせていただきます。どう

もありがとうございました。 

              午後２時４５分 閉会 


